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　オペレーショナル・リスクは、内部プロセス・人・システムが不適切であることもしくは機能しないこと、または外生的事象が生起すること
により損失を受けるリスクのことをいいます。
　当金庫では、「オペレーショナル・リスク管理規程」において、オペレーショナル・リスクは、不適切な事務処理により生じる「事務リスク」、
システムの誤作動等により生じる「システムリスク」、裁判等により賠償責任を負う等の「法務リスク」、人事運営上の不公平等及び差別的
行為により生じる「人的リスク」、災害その他の事象より生じる「有形資産リスク」、風説の流布や誹謗中傷等により企業イメージを毀損する
「風評リスク」の各リスクを含む幅広いリスクと定義しています。
　管理体制や管理方法等については、同管理規程のほか個別の「事務リスク管理規程」、「システムリスク管理規程」等の下位規程により
定めており、確実にリスクを「認識・評価できる」管理態勢の充実に向けて取り組んでおります。
　リスクの計測に関しましては、当面、「基礎的手法」を採用することとし、態勢を整備しております。
　また、これらリスクに関しては、リスク管理委員会において協議・検討するとともに、必要に応じて理事会に付議・報告する態勢を整備
しております。

リスク管理の方針及び手続の概要

当金庫は基礎的手法を採用しております。
オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称

オペレーショナル・リスクに関する項目 うみしんのあゆみうみしんのあゆみ

有限責任「江差信用組合」設立

有限責任「函館信用組合」設立

保証責任「江差信用組合」に改組

市街地信用組合法制定により「函館信用組合」に改組

市街地信用組合法制定により「江差信用組合」に改組

万代町支店（現ばんだい支店）開設

上ノ国支所（現上ノ国支店）開設

熊石支所（現熊石支店）開設

乙部支所（現乙部支店）開設

五稜郭支店開設

上磯支店（現北斗支店）開設

俄虫支所（現厚沢部支店）開設

信用金庫法制定により「函館信用金庫」に改組

信用金庫法制定により「江差信用金庫」に改組

尻岸内支店（現えさん支店）開設

福島支店開設

弁天町支店（弁天支店）開設

七飯支店開設

奥尻支店開設

木古内支店開設

奥尻支店青苗出張所開設（昭和39年10月支店に昇格）

亀田支店開設

湯の川支店（現湯川支店）開設

函館支店開設

中道支店開設

日本銀行と当座預金取引開始

日本銀行歳入代理店事務取扱開始

松前支店開設

知内支店開設

七重浜支店開設

七飯支店「七飯町役場」へ店外CD開設

日本銀行との当座預金取引開始

日本銀行歳入代理店事務取扱開始

青苗支店を廃店し奥尻支店に統合

奥尻支店「青苗出張所」店外ATMを開設

七重浜支店「ユニークショップつしま

（現ラルズマート）出張所」店外ATMを開設

上磯支店「久根別出張所」店外ATMを開設

本店「北海道立江差病院」店外ATMを開設

上磯支店「上磯町役場（現北斗市役所）出張所」

店外ATMを開設

亀田支店「桔梗出張所」店外ATMを開設

亀田支店移転新築オープン

奥尻支店「青苗出張所」店外ATMを

奥尻町総合研修センター内に移設

●大正

13年 2 月

7 月

●昭和

8年 6 月

18年 7 月

20年 2 月

7 月

22年 2 月

12月

23年10月

25年 5 月

9 月

12月

26年10月

12月

27年10月

28年 8 月

31年 6 月

32年 7 月

34年 5 月

35年11月

36年 8 月

37年10月

39年 8 月

44年 9 月

54年12月

55年11月

56年 8 月

57年10月

58年 9 月

●平成

4年 5 月

5年11月

6年12月

7年 2 月

8年 4 月

9年 3 月

10年 7 月

12月

13年11月

15年 4 月

10月

17年11月

18年10月

19年 9 月

22年10月

23年 2 月

24年 2 月

3 月

26年11月

12月

27年12月

28年12月

29年1月23日

30年1月 4 日

30年8月27日

30年9月25日

31年3月29日

●令和

元年8月5日

2年 4月6日

６月30日

７月22日

１０月 5日
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本部・本店（現函館中央営業部）移転オープン

函館支店移転新築オープンと同時に

自動式貸金庫（生体認証装置付）の取扱開始

木古内支店移転新築オープン

北斗市誕生に伴い、上磯支店を北斗支店に名称変更

湯川支店移転新築オープン

千代台支店を五稜郭支店に統合

五稜郭支店移転オープン

花園支店を湯川支店に統合

弁天支店を本店（現函館中央営業部）に統合

厚沢部支店移転新築オープン

七重浜支店建替新築オープンと同時に

自動式貸金庫（生体認証装置付）の取扱開始

松前支店建替新築オープン

上ノ国支店建替新築オープン

乙部支店移転新築オープン

江差信用金庫と函館信用金庫が合併

「道南うみ街信用金庫（うみしん）」誕生

合併に伴い、旧函館信用金庫本店を

函館中央営業部に名称変更

熊石支店・えさん支店の窓口営業時間を変更

五稜郭支店を函館支店に統合

知内支店建替新築オープン

七重浜支店「ラルズマート出張所」店外ＡＴＭを廃止

木古内支店の窓口営業時間を変更

本部統合移転

北斗支店「北斗市総合分庁舎出張所」店外ＡＴＭを廃止

函館中央営業部「上新川出張所」店外ＡＴＭを開設

上ノ国支店・乙部支店・厚沢部支店・奥尻支店・

松前支店・知内支店の窓口営業時間を変更

現在の本店

（1）リスク管理及び計測の対象とする金利リスクの考え方及び範囲に関する説明
リスク管理及び計測の対象とする金利リスクは、銀行勘定全体の金融資産・負債の経済価値変動、保有有価証券の時価変動並びに銀
行勘定全体の資金利益の変動としたうえで管理を行っています。
対象範囲は、「金融商品に関する会計基準」で定義される「金融資産」及び「金融負債」としています(ただし、投資信託等金利感応度の
算定が困難で、価格変動リスクを別途計量し管理しているもの及び期間の定めがない、または正確な期日を把握することが困難な科
目等は除く)。

（2）リスク管理及びリスク削減の方針に関する説明
自己資本に照らして許容可能な水準にリスクをコントロールすることを基本方針としており、金利リスクはリスク資本配賦運営の枠組み
の中で、市場リスクの一つとしてリスク資本が配賦され、市場リスク量や損失額を一定の範囲内に抑えるように管理を行っております。

（3）金利リスク計測の頻度
毎月末を基準として月次で計量しております。

リスク管理の方針及び手続きの概要

金利リスクに関する事項 （単位：百万円）
ＩＲＲＢＢ 1 ： 金利リスク

上 方 パ ラ レ ル シ フ ト
下 方 パ ラ レ ル シ フ ト
ス テ ィ ー プ 化
フ ラ ッ ト 化
短 期 金 利 上 昇
短 期 金 利 低 下
最 大 値

自 己 資 本 の 額

イ

当期末
14,008

0

14,008

ロ

前期末
9,059

0

9,059

項番

1
2
3
4
5
6
7

8

ΔEVE

ホ
当期末
17,178

イ

当期末
112　
0

112　

ロ

前期末
0

328　

328　

ΔNII

ヘ
前期末
16,754

①流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期

②流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期

③流動性預金への満期の割り当て方法（コア預金モデル等）及びその前提

④固定金利貸出の期限前返済や定期預金の早期解約に関する前提

⑤複数の通貨の集計方法及びその前提

⑥スプレッドに関する前提（計算にあたって割引金利やキャッシュ・フローに
　含めるか否か等）

⑦内部モデルの使用等、ΔEVEに重大な影響を及ぼすその他の前提

⑧前事業年度末の開示からの変動に関する説明

⑨計測値の解釈や重要性に関するその他の説明

1.25年

2.5年

金融庁が定める保守的な前提としております。

該当事項はございません。

保有する金融資産・負債は、円建てのみです。

リスクフリーレートの金利ショック幅と割引金利の金利ショック幅を同一と
見なしており、割引金利の相関やスプレッドは考慮していません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

重要性テスト結果は監督上の20％を超過しておりますが、金利リスクに
対し十分な自己資本の余裕を確保していると考えられます。

（2）内部管理上ΔEVE以外の金利リスクを計測している場合における当該金利リスクに関する事項
①金利ショックに関する説明
主としてVaR(バリュー・アット・リスク)を用い、金利による時価変動リスク量を算定しています。VaRの算出にあたっては、過去の金
利データから算出した想定最大変化幅を金利ショックとして使用しています。
②金利リスク計測の前提及びその意味
ＶａＲについては、金利変動が正規分布に従うと仮定する「分散共分散法」を採用しております。保有期間は、資産の流動性を考慮の
うえ1ヵ月、3ヵ月、1年間とし、信頼区間を99％としています。また、観測期間については、有価証券を5年、その他銀行勘定を1年とし
ています。

（1）金利リスク算定の前提は、以下の定義に基づいております。
金利リスクの算定手法の概要

■は旧江差信用金庫・■は旧函館信用金庫です。






